
第 5 号 議 案

　平成30年度（2018年度）町田市後期高齢者医療事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９８,７６３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　１１,０１９,１８３千円とする。

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

平成31年（2019年）2月20日提出

東 京 都 町 田 市 長　　　石　阪　丈　一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　１　表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

 歳   入

款 項
千円 千円 千円

1. 後期高齢者医療保険料 5,670,849 △ 113,683 5,557,166

1. 後期高齢者医療保険料 5,670,849 △ 113,683 5,557,166

4. 都支出金 4,164 △ 1,593 2,571

1. 都負担金 4,164 △ 1,593 2,571

5. 繰入金 5,028,195 15,322 5,043,517

1. 繰入金 5,028,195 15,322 5,043,517

7. 諸収入 340,361 1,191 341,552

1. 延滞金及び過料 1,339 1,191 2,530

11,117,946 △ 98,763 11,019,183

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

後期高齢者医療事業会計
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 歳   出

款 項
千円 千円 千円

1. 総務費 225,689 △ 36,923 188,766

1. 総務管理費 216,217 △ 36,603 179,614

2. 徴収費 9,472 △ 320 9,152

2. 広域連合納付金 10,173,678 △ 61,684 10,111,994

1. 広域連合納付金 10,173,678 △ 61,684 10,111,994

3. 保健事業費 492,778 △ 156 492,622

1. 保健事業費 492,778 △ 156 492,622

11,117,946 △ 98,763 11,019,183

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

後期高齢者医療事業会計
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